
事 務 連 絡 

令和３年４月 21 日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 42） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

 

 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



事 務 連 絡 

令和３年４月 21 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 
 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その42） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

御中 



（別添） 

問１ 都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を

事業者に委託する場合において、 

① 最初に、患者又は家族等患者の看護に当たる者（以下、「患者等」という。）が事

業者に対して電話等により、症状増悪に伴う健康相談をし、 

② 当該健康相談を受けた事業者が、医師に対して当該患者に関する情報提供を行い、 

③ 当該医師が患者等に電話等を行い、患者等から直接往診を求められ、患者への往診

の必要性を認め、可及的速やかに患家に赴き診療を行った 

場合、往診料は算定できるか。 

（答）算定可。 

 

問２ 令和２年４月 18 日事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的

な取扱いについて（その 12））３において、「新型コロナウイルス感染症患者の受入れ

のために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナ

ウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者

を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告（※）を行うことにより、

該当する入院料を算定することができることとすること。※当該運用の開始に当たって

は、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生（支）局に報告すること。」

としているところであるが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ準備等により、当

該運用の開始までに報告が間に合わない場合において、事前に各地方厚生（支）局に相

談を行い、運用開始日より該当する入院料を算定し、追って簡易な報告を実施すること

でよいか。 

（答）差し支えない。 



 

問３ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 31）」

（令和２年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「12 月 15 日事務連絡」

という。）及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て（その 35）」（令和３年２月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「２月 26

日事務連絡」という。）において、「小児の外来における対応について」及び「各医療

機関等における感染症対策に係る評価」の取扱いが示されているところであるが、書面

による請求を行う保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーション（以下、「保険医

療機関等」という。）の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとな

るか。 

（答）書面による請求を行う保険医療機関等において、診療行為名称等を記載する場合にお

いては、次に示す略号を使用して差し支えない。なお、その他の記載方法については、

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）によ

ること。 

 

診療行為名称等 略号 

12 月 15 日事務連絡１．及び２月 26 日事務連絡１．に示す小児の外来における 

対応について 

小コ 

２月 26 日事務連絡２（１）①に示す「医科外来等感染症対策実施加算」 外コ 

２月 26 日事務連絡２（１）②に示す「歯科外来等感染症対策実施加算」 外コ 

２月 26 日事務連絡２（１）③に示す「調剤感染症対策実施加算」 調コ 

２月 26 日事務連絡２（１）④に示す「訪問看護感染症対策実施加算」 訪コ 

２月 26 日事務連絡２（２）に示す「入院感染症対策実施加算」 入コ 

 


